
議案第３６号 

 

三田市手数料条例及び三田市特別用途地区建築条例の一部を改正する 

条例の制定について 

 

三田市手数料条例及び三田市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例を次の

とおり定める。 

 

平成２７年２月２６日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    
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三田市条例第  号 

 

三田市手数料条例及び三田市特別用途地区建築条例の一部を改正する 

条例 

 

 （三田市手数料条例の一部改正） 

第１条 三田市手数料条例（昭和５１年三田市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

別表第３０号の２中「第３０号の９までに」を「第３０号の１０までに」

に、「第３０号の６まで、第３０号の８及び第３０号の９」を「第３０号の

７まで、第３０号の９及び第３０号の１０」に、「第３０号の４までに」を

「第３０号の５までに」に、「第３０号の５まで、第３０号の８及び第３０

号の９」を「第３０号の６まで、第３０号の９及び第３０号の１０」に改め、

同表第３０号の３中「平成１１年法律第８１号」を「平成１１年法律第８１

号。以下第３０号の５及び第３０号の９において「品確法」という。」に、

「以下この号、次号、第３０号の７から第３０号の９」を「以下この号から

第３０号の５まで及び第３０号の８から第３０号の１０」に改め、同表第３

０号の１８中「第３０号の１２」を「第３０号の１３」に改め、同号を同表

第３０号の１９とし、同表第３０号の１７の表備考イ中「第３０号の１５」

を「第３０号の１６」に改め、同号を同表第３０号の１８とし、同表第３０

号の１６の表備考イ中「第３０号の１４」を「第３０号の１５」に改め、同

号を同表第３０号の１７とし、同表第３０号の１５を同表第３０号の１６と

し、同表第３０号の１４中「第３０号の１６」を「第３０号の１７」に改め、

同号を同表第３０号の１５とし、同表第３０号の１３を同表第３０号の１４

とし、同表第３０号の１２中「第３０号の１８」を「第３０号の１９」に改

め、同号を同表第３０号の１３とし、同表第３０号の１１中「第３０号の１

３、第３０号の１５及び第３０号の１７」を「第３０号の１４、第３０号の

１６及び第３０号の１８」に改め、同号を同表第３０号の１２とし、同表第

３０号の１０中「第３０号の１７までにおいて「法」を「第３０号の１８ま

でにおいて「法」に、「第３０号の１８までにおいて「新築等」を「第３０

号の１９までにおいて「新築等」に、「第３０号の１８において」を「第３
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０号の１９において」に改め、同号を同表第３０号の１１とし、同表第３０

号の９中「第３０号の５」を「第３０号の６」に改め、同号を同表第３０号

の１０とし、同表第３０号の８中「第３０号の５」を「第３０号の６」に改

め、同号の表に備考として次のように加える。 

   備考 評価機関により品確法第５条第１項に規定する評価方法基準に適

合すると認められた場合は、第３０号の６に規定する手数料の額に次

の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる手数料の額を加算

した額 

区分 手数料の額 

住宅の数が１である場合の対象建築物の

変更に係る部分の床面積の合計が２００

平方メートル以内のもの 

３，４００円 

住宅の数が１である場合の対象建築物の

変更に係る部分の床面積の合計が２００

平方メートルを超えるもの 

６，７００円 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が５

００平方メートル以内のもの 

３５，０００円を計画に係

る住宅の数で除して得た

額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が５

００平方メートルを超え１，０００平方メ

ートル以内のもの 

５５，０００円を計画に係

る住宅の数で除して得た

額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が１，

０００平方メートルを超え３，０００平方

メートル以内のもの 

１１１，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が３，

０００平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

１９８，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 
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住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が５，

０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

３０５，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートルを超え２０，００

０平方メートル以内のもの 

５７４，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が２

０，０００平方メートルを超え３０，００

０平方メートル以内のもの 

８０７，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の変更に係る部分の床面積の合計が３

０，０００平方メートルを超えるもの 

１，０００，０００円を計

画に係る住宅の数で除し

て得た額 

  別表第３０号の８を同表第３０号の９とし、同表第３０号の７を同表第３

０号の８とし、同表第３０号の６を同表第３０号の７とし、同表第３０号の

５中「第３０号の８及び第３０号の９」を「第３０号の９及び第３０号の１

０」に改め、同号を同表第３０号の６とし、同表第３０号の４の次に次の１

号を加える。 

 (30)の５ 計画の認定の申請に対する審査で、評価機関により品確法第５

条第１項に規定する評価方法基準（市長が定めるものに限る。以下同じ。）

に適合すると認められた住宅に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手

数料 

区分 手数料の額 

住宅の数が１である場合の対象建築物の

床面積の合計が２００平方メートル以内

のもの 

２０，０００円 

住宅の数が１である場合の対象建築物の

床面積の合計が２００平方メートルを超

３５，０００円 
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えるもの 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が５００平方メートル

以内のもの 

６３，０００円を計画に係

る住宅の数で除して得た

額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のもの 

１０２，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が１，０００平方メート

ルを超え３，０００平方メートル以内のも

の 

２０１，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が３，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メートル以内のも

の 

３３１，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メートル以内の

もの 

４９８，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が１０，０００平方メー

トルを超え２０，０００平方メートル以内

のもの 

９００，０００円を計画に

係る住宅の数で除して得

た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が２０，０００平方メー

トルを超え３０，０００平方メートル以内

のもの 

１，２１２，０００円を計

画に係る住宅の数で除し

て得た額 

住宅の数が２以上である場合の対象建築

物の床面積の合計が３０，０００平方メー

トルを超えるもの 

１，４８５，０００円を計

画に係る住宅の数で除し

て得た額 

72



   備考 

    ア 手数料の額の欄に定める額が１０，０００円未満となる場合にお

いて、その額に５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５

０円以上１００円未満の端数があるときはこれを１００円に切り上

げるものとし、手数料の額の欄に定める額が１０，０００円以上と

なる場合において、その額に５００円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５００円以上１，０００円未満の端数があるときはこ

れを１，０００円に切り上げるものとする。 

    イ 既に認定を受けた計画に係る建築物内の当該計画に含まれない住

宅について計画の認定を申請する場合の評価機関により品確法第5

条第1項に規定する評価方法基準に適合すると認められた住宅に係

る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の算定については、表中

「対象建築物の床面積」とあるのは、「住宅の床面積」とする。 

    ウ 計画の認定の申請に法第６条第２項の規定による申出が含まれる

場合における評価機関により品確法第５条第１項に規定する評価方

法基準に適合すると認められた住宅に係る長期優良住宅建築等計画

認定申請手数料の額は、第６２号に規定する建築物に関する確認申

請手数料又は計画通知手数料の金額に相当する額（次の(ｱ)及び(ｲ)

に掲げる場合にあつては、当該額にそれぞれ次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げ

る額を加算した額）を当該計画に係る住宅の数で除して得た額を加

算した額とする。 

     (ｱ) 計画に建築基準法第８７条の２に規定する建築設備に係る部分

が含まれる場合 当該建築設備に係る第６３号に規定する建築設

備に関する確認申請手数料又は計画通知手数料の金額に相当する

額 

     (ｲ) 計画に建築基準法第８８条第１項に規定する工作物に係る部分

が含まれる場合 当該工作物に係る第６４号に規定する工作物に

関する確認申請手数料又は計画通知手数料の金額に相当する額 

  別表第７２条の２の次に次の１号を加える。 

  (72)の３ マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条の規定

に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 １６０，０００円 
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第２条 三田市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  別表第３０号の２の表備考ウ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改

め、同備考ウ(ｱ)を削り、同備考ウ(ｲ)中「建築基準法」の次に「（昭和２５

年法律第２０１号）」を加え、同備考ウ(ｲ)を同備考ウ(ｱ)とし、同備考ウ(ｳ)

を同備考ウ(ｲ)とし、同表第３０号の３の表備考ウ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)

及び(ｲ)」に改め、同備考ウ(ｱ)を削り、同備考ウ(ｲ)を同備考ウ(ｱ)とし、同

備考ウ(ｳ)を同備考ウ(ｲ)とし、同表第３０号の４の表備考ウ中「(ｱ)から(ｳ)

まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考ウ(ｱ)を削り、同備考ウ(ｲ)を同備考

ウ(ｱ)とし、同備考ウ(ｳ)を同備考ウ(ｲ)とし、同表第３０号の６の表備考イ中

「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)を削り、同備考イ

(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、同表第３０号の１

１の表備考イ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)を

削り、同備考イ(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、同

表第３０号の１２の表備考イ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、

同備考イ(ｱ)を削り、同備考イ(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考

イ(ｲ)とし、同表第３０号の１３の表備考イ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及

び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)を削り、同備考イ(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備

考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、同表第３０号の１４の表備考イ中「(ｱ)から(ｳ)

まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)を削り、同備考イ(ｲ)を同備考

イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、同表第３０号の１５の表備考イ

中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)を削り、同備考

イ(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、同表第３０号の

１６の表備考イ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改め、同備考イ(ｱ)

を削り、同備考イ(ｲ)を同備考イ(ｱ)とし、同備考イ(ｳ)を同備考イ(ｲ)とし、

同表第３０号の１７の表備考ウ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)及び(ｲ)」に改

め、同備考ウ(ｱ)を削り、同備考ウ(ｲ)を同備考ウ(ｱ)とし、同備考ウ(ｳ)を同

備考ウ(ｲ)とし、同表第３０号の１８の表備考ウ中「(ｱ)から(ｳ)まで」を「(ｱ)

及び(ｲ)」に改め、同備考ウ(ｱ)を削り、同備考ウ(ｲ)を同備考ウ(ｱ)とし、同

備考ウ(ｳ)を同備考ウ(ｲ)とし、同表第３１号中「第７条の６第１項第１号」

の次に「若しくは第２号又は第１８条第２４項第１号若しくは第２号」を加

え、「（同法第７条第１項の規定による申請が受理された場合を除く。）」
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を削り、「承認」を「認定」に改める。 

  別表第４８号の３中「第６７条の２」を「第６７条の３」に改める。 

  別表第６１号の３を同表第６１号の４とし、同表第６１号の２を同表第６

１号の３とし、同表第６１号の次に次の１号を加える。 

  (61)の２ 建築基準法第８６条の７第４項の規定に基づく既存の建築物に

ついて移転（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７

条の１６第１号の場合を除く。）をする場合の制限の緩和に係る認定申

請手数料 ２７，０００円 

  別表第６２号ウ及び同表第６２号の２を削り、同表第６３号ア中「（昭和

２５年政令第３３８号）」を削り、同表第７２号の２中「及び第６２号の２」

及び「（第６２号の２に掲げる額については、当該額に消費税及び地方消費

税を加えた額）」を削る。 

 （三田市特別用途地区建築条例の一部改正） 

第３条 三田市特別用途地区建築条例（平成１６年三田市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「第１０６条」を「第１０７条」に改める。 

  第５条第１項第４号中「第１３７条の１７」を「第１３７条の１８」に改

める。 

  第６条中「第１３７条の１８第３項の」を「第１３７条の１９第３項の」

に、「第１３７条の１７に」を「第１３７条の１８に」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は平成２７年４月１日から、第２条及び第３条の

規定は平成２７年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例第１条及び第２条の規定による改正後の三田市手数料条例別表の

規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用

し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。  
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